
■教育委員会事務局生涯学習室
54ー0044

を
２
本
行
い
合
計
タ
イ
ム
を
競

う
。

※
ク
ラ
ッ
シ
ュ
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着

用
。

▼
参
加
資
格

小
学
生
以
上
の
町

内
在
住
・
在
勤
者
。

▼
参
加
費

中
学
生
以
下
　
５
０

０
円
、
高
校
生
以
上
・
一
般
１，

０
０
０
円
（
保
険
代
含
む
）

※
リ
フ
ト
代
・
食
事
代
は
各
自
負

担
。

▼
申
込
方
法

３
月
９
日
（
月
）

ま
で
に
教
育
委
員
会
事
務
局
内
体

協
事
務
局
ま
で
お
申
込
み
く
だ
さ

い
。

▼
申
込
・
問
合
せ
先

教
育
委
員

会
事
務
局
内
体
協
事
務
局
　

54
・
０
０
４
４

基
本
動
作
と
試
合
形
式
に
よ
る

チ
ャ
ン
バ
ラ
ご
っ
こ
で
す
。

▼
期
日

３
月
14
日
（
土
）
・
21

日
（
土
）
・
28
日
（
土
）

（
毎
週
土
曜
日
全
３
回
）

▼
時
間

午
後
５
時
〜
７
時

▼
場
所

社
会
体
育
館
柔
道
場

▼
募
集
人
員

30
人
　
服
装
は
自

由
（
運
動
が
で
き
る
服
装
）

▼
対
象
者

幼
児
園
生
か
ら
65
歳

ま
で
（
親
子
、
兄
弟
、
女
性
で
も

Ｏ
Ｋ
で
す
）

▼
参
加
費

１，
０
０
０
円
（
保

険
代
含
む
）

▼
申
込
方
法

３
月
６
日
（
金
）

ま
で
に
教
育
委
員
会
事
務
局
内
体

協
事
務
局
ま
で
お
申
込
み
く
だ
さ

い
。

▼
申
込
先

教
育
委
員
会
事
務
局

内
体
協
事
務
局
　
　
54
・
０
０
４

４▼
問
合
せ
先

ゴ
シ
ン
・
チ
ャ
ン

バ
ラ
講
師

畠
山
孝
雄
　
　
54
・

９
３
２
９

町
体
協
ス
キ
ー
ク
ラ
ブ
で
は
、

ス
ノ
ー
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及
と
愛
好

者
の
親
睦
を
図
る
た
め
、「
第
３

回
町
民
ス
ノ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
」
を
開
催
し
ま
す
。

▼
期
日

３
月
28
日
（
土
）

予
備
日
４
月
４
日
（
土
）

※
現
地
集
合
・
解
散

▼
時
間

開
会
　
午
前
８
時
30
分

午
前
９
時
タ
イ
ム
レ
ー
ス
開
始

閉
会
正
午

▼
場
所

み
な
か
み
町
宝
台
樹
ス

キ
ー
場

▼
競
技
規
定

ス
キ
ー
・
ス
ノ
ー

ボ
ー
ド
合
同
で
、
タ
イ
ム
レ
ー
ス

献
血
の
お
知
ら
せ

〜
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
〜

▼
期
日

２
月
20
日(

金)

▼
時
間

午
前
10
時
〜
正
午

午
後
１
時
〜
３
時
30
分

▼
会
場

吉
岡
町
役
場
で
実
施

※
平
成
18
年
10
月
１
日
か

ら
、
献
血
手
帳
が
献
血
カ

ー
ド
に
変
わ
り
ま
し
た
の

で
、
献
血
手
帳
を
持
っ
て

い
る
人
は
、
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

役
場
町
民

生
活
課
町
民
サ
ー
ビ
ス
室

54
・
３
１
１
１
（
内
線

１
４
２
）

検
察
審
査
会
っ
て
ど
ん

な
と
こ
ろ
・
・
・

申
立
て

検
察
審
査
会
と
は
、
検
察
官
が

被
疑
者
を
裁
判
に
か
け
な
か
っ
た

こ
と
（
不
起
訴
処
分
）
の
よ
し
あ

し
を
審
査
す
る
こ
と
を
主
な
仕
事

と
す
る
と
こ
ろ
で
、
選
挙
権
を
有

す
る
国
民
の
中
か
ら
く
じ
で
選
ば

れ
た
11
人
の
検
察
審
査
員
に
よ
っ

て
組
織
さ
れ
ま
す
。

審
　
査

検
察
審
査
会
で
審
査
を
し
た
結

果
、
更
に
詳
し
く
捜
査
す
べ
き
で

あ
る
（
不
起
訴
不
当
）
と
か
、
起

訴
す
べ
き
で
あ
る
（
起
訴
相
当
）

と
い
う
議
決
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

検
察
官
は
、
こ
の
議
決
を
参
考
に

し
て
事
件
を
再
検
討
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
検
察
審
査
会
は
、
刑

事
司
法
に
国
民
の
健
全
な
良
識
を

反
映
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

も
の
で
、
こ
れ
ま
で
も
数
多
く
の

皆
さ
ま
が
検
察
審
査
員
と
し
て
活

動
さ
れ
て
い
ま
す
。

献血に�
ご協力を�
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催
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催
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３
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▼
問
合
せ
先

県
庁
労
働
政
策
課

０
２
７
・
２
２
６
・
３
４
０
７

０
２
７
・
２
２
３
・
７
５
６
６

平
成
21
年
度
　
農
と
食
の

ふ
れ
あ
い
講
座
（
前
期
）

▼
講
座
・
開
催
日

・
花
き
栽
培
の
基
礎
…
30
人

４
月
８
日(

水)

・
春
夏
の
野
菜
…
30
人

４
月
22
日(

水)

・
野
菜
栽
培
の
基
本
作
業
…
20
人

５
月
20
日(
水)

・
春
夏
の
庭
木
管
理
…
20
人

５
月
24
日(

日)

・
秋
冬
の
野
菜
…
30
人

７
月
15
日(

水)

・
豆
腐
づ
く
り
…
20
人

８
月
26
日(

水)

▼
開
催
時
間

午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

(

た
だ
し
豆
腐
づ
く
り
の
回
の
み

午
前
９
時
〜
正
午)

▼
会
場

群
馬
県
立
農
林
大
学
校

(

高
崎
市
箕
郷
町
西
明
屋)

▼
受
講
料

無
料(

教
材
費
は
自

シ
ニ
ア
就
業
支
援
セ
ン
タ
ー

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

シ
ニ
ア
就
業
支
援
セ
ン
タ
ー
で

は
、
団
塊
世
代
を
中
心
と
し
た
中

高
年
の
再
就
職
支
援
や
就
農
、
起

業
、
地
域
活
動
、
生
涯
学
習
、
年

金
な
ど
生
活
設
計
に
つ
い
て
の
情

報
提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
開
所
日

月
〜
金
曜
日
　
※
祝
日
を
除
く

▼
開
所
時
間

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
30
分

▼
所
在
地

前
橋
市
新
前
橋
町
（
県
社
会
福
祉

総
合
セ
ン
タ
ー
内
）

▼
内
容

・
再
就
職
の
た
め
の
就
職
相
談（
適

性
診
断
、
就
職
先
の
選
び
方
、
履

歴
書
の
書
き
方
、面
接
対
策
な
ど
）

・
求
人
情
報
の
提
供

※
職
業
紹
介
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が

行
い
ま
す

・
就
農
、
起
業
、
地
域
活
動
、
生

涯
学
習
、
年
金
な
ど
生
活
設
計
の

情
報
提
供
や
専
門
機
関
へ
の
案
内

▼
対
象

団
塊
世
代
を
中
心
と
し

た
中
高
年

※
お
お
む
ね
35
歳
以
上
の
人
の
相

談
に
も
応
じ
ま
す

▼
費
用

無
料

▼
申
込
方
法

電
話

▼
申
込
先

シ
ニ
ア
就
業
支
援
セ

己
負
担)

▼
申
込
方
法

往
復
は
が
き
に
希

望
す
る
講
座
名
、
開
催
日
、
住
所
、

氏
名
お
よ
び
電
話
番
号
を
記
入
の

上
、
農
林
大
学
校
研
修
部
あ
て
に

郵
送
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
１
枚
に
つ
き
１
講
座
１
人
の
み

受
付
け
ま
す
。

▼
申
込
締
切

２
月
27
日(

金)

▼
受
講
の
決
定

各
講
座
と
も
応

募
人
数
が
募
集
定
員
を
上
回
る
場

合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。
希
望
講

座
受
講
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
返

信
用
は
が
き
で
３
月
中
旬
に
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

▼
申
込
・
問
合
せ
先

群
馬
県
立
農
林
大
学
校
研
修
部
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講
　
座�

差
出
人
住
所

差
出
人
氏
名

行

〒000-0000

・講座名

・開催日

・住所

・氏名

・電話番号

ATM

「定額給付金」については、住民の皆さまへのご連絡や給付を行う段階では
ありません。具体的な給付の方法などが決まり次第、速やかにお知らせ

いたします。�

このため、「定額給付金」に関して、�
● 市区町村や総務省などがATM（銀行・コンビニなどの

現金自動預払機）の操作をお願いすることは、絶対
にありません。�

● ATMを自分で操作して、他人からお
金を振り込んでもらうことは絶対

にありません。�
�

�
�
�
�
�
�
�

● 市区町村や総務省などが、「定
額給付金」の給付のために、手数料な
どの振込を求めることは絶対にありません。�
● 現時点で、市区町村や総務省などが住民の皆
さまの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を
照会することは、絶対にありません。 �
�
　ご自宅や職場などに市区町村や総務省（の職員）などをかたった
電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、お住まいの市区町
村や最寄りの警察署または警察相談電話（♯9110）にご連絡ください。�


